
あきる野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定申請について

１ 申請事業所について（令和８年１月２９日現在）

（１）事業所名 学校法人多摩川学園

（２）代表者 理事長 濵川 喜亘

（３）所在地 あきる野市雨間４３０

（４）職 員 １１８人 ※

（５）業務内容 教育及び保育事業

２ ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取組（認定対象事業）

事業名 取組のポイント 実績確認資料等

１ 水曜日早帰り day

の設定

幼稚園部門の変形労働時間制職員※について、水曜日を「早帰り

day」とし、勤務時間を１時間短縮している。

・通常の勤務時間 ：８時０５分～１８時０５分

・水曜日の勤務時間：８時０５分～１７時０５分

※ 業務の繁閑に合わせて所定の労働時間を柔軟に配分し、一

定期間の平均を法定労働時間（週 40時間）内にする制度。

当事業所では、夏休み期間など業務の閑散期に勤務日数の削

減や勤務時間の短縮を行っている。

添付１変形労働時間制職

員の出勤簿

２ 短時間勤務制度

導入

・３歳未満の子を養育する教職員は、所定労働時間を

午前９時００分から午後４時００分までとする短縮措置を受

けることができる。

⇒制度利用者：１人（Ｒ７年度）

添付２育児休業等に関す

る規程

添付３出勤簿

３ 産休・育休・看護

休暇・介護休暇・

特別休暇の規定の

制定

・就業規則、育児休業等に関する規程及び介護休業等に関する規

程で整備している。

⇒各休暇の利用実績（Ｒ７年度）

看護休暇：１２人（Ｒ８.１月末現在）

介護休暇：２２人（Ｒ８.１月末現在）

特別休暇：４８人（Ｒ８.１月末現在）

※ 産休・育休については、Ｒ６年度に２人の取得実績がある。

添付４正規職員就業規則

添付２育児休業等に関す

る規程

添付５介護休業等に関す

る規程

添付６休暇届

４ 退職職員の再雇用 ・６０歳を定年としているが、原則６５歳までの継続雇用制度を

導入している。本人の体調や親の介護などの事情に配慮し、数

時間単位で労働条件を設定するなど、それぞれに合った働き方

で仕事を続けられる環境を整えている。

⇒継続雇用職員：１２人

添付４正規職員就業規則

第５４条

添付７準正規職員就業規

則第５８条

添付８パート職員就業規

則２４条

５ 有給休暇取得促進 ・主任教諭等のベテラン職員が積極的に有給休暇を取得し、有給

休暇を取得しやすい職場環境を整えている。

⇒令和６年度実績

添付９

Ｒ６年度正規職員有給管

理簿

添付１０

Ｒ６年度パート職員有給

管理簿

男性 女性

人数 取得日数 取得率 人数 取得日数 取得率

正規 5 79 日 87.80％ 48 612 日 82.93％

パート 4 44 日 87.78％ 45 385 日 74.60％

合計 9 123 日 87.86％ 93 997 日 79.50％

※ 従業員内訳

区分 男性 女性

正規職員 ６ ６２

パート職員 ５ ４５

合計 １１ １０７

資料１



３ 上記取組によりもたらされた効果

・職員一人一人が笑顔を大切にしながら、生き生きと仕事に取り組んでいる。

事業名 取組のポイント 実績確認資料等

６ 事業所内保育 ・職員の子どもも、多摩川学園が運営する幼稚園、保育園、教

育センター等に通うことができる。子どもが過ごす施設が職

場と同じ敷地内にあることで、急病への対応や行事への参加

がしやすく、子育てと仕事の両立に繋がっている。

⇒利用者：３人（Ｒ８.１月末現在）

【利用者の声】

・懇談会やお誕生日会など、子どもの行事がある際には、1時

間単位で時間休を取得できるため、仕事を一時的に抜けて参

加できるのがありがたいです。行事の時間によっては、その

後に職場へ戻り、残っている業務を終えることもできます。

特に子どもが小さいうちは、風邪や発熱などで有給休暇を使

用する機会が多く、限られた有給日数はとても貴重です。そ

のため、無駄に有給休暇を取得せずに済み、ほかの予定に有

給を充てられる点で大変助かっています。

【職員の声】

・有給休暇を 1時間単位で取得できるのがありがたいです。

以前勤務していた職場では、「午前休」「午後休」に分けて取得することはできましたが、1時間単位での取得

はできませんでした。そのため、ちょっとした用事にも有給を活用できる点が良いと感じています。

・幼稚園という職場の特性もあり、子どもの行事参加や体調不良に対して、非常に理解のある職場だと感じてい

ます。


